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(57)【要約】
【課題】使い勝手の向上を図ることができるグリルを提
供する。
【解決手段】グリル庫５内に、被調理物の載置体７と、
汁受け皿８とが装備され、グリル庫５の側壁５Ａよりも
外方箇所に、載置体７に載置された被調理物を加熱する
ためのバーナ１０が、側壁５Ａに形成した炎通過孔１１
を通してグリル庫５内に伸びる炎を形成する状態で、且
つ、載置体７よりも横外方に位置する状態で配置され、
側壁５Ａにおける載置体７の横側方からバーナ１０の下
方に至る加熱対応部分Ｋが、載置体７よりも横外方に位
置する状態に形成され、側壁５Ａの加熱対応部分Ｋにお
ける少なくとも載置体７の横側方に相当する部分を覆う
板状のカバー体１６が着脱自在に設けられ、カバー体１
６の下端側部分が、下端側ほどグリル庫５の内方側に位
置する傾斜姿勢に形成され、汁受け皿８が、カバー体１
６の下端から流下する流下物を受止める状態で設けられ
ている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グリル庫内に、被調理物の載置体と、その載置体の下方に配置される汁受け皿とが装備
され、
　前記グリル庫の側壁よりも外方箇所に、前記載置体に載置された被調理物を加熱するた
めのバーナが、前記側壁に形成した炎通過孔を通して前記グリル庫内に伸びる炎を形成す
る状態で設けられたグリルであって、
　前記バーナが、前記載置体よりも横外方に位置する状態で配置され、
　前記側壁における前記載置体の横側方から前記バーナの下方に至る加熱対応部分が、前
記載置体よりも横外方に位置する状態に形成され、
　前記側壁の前記加熱対応部分における少なくとも前記載置体の横側方に相当する部分を
覆う板状のカバー体が着脱自在に設けられ、
　前記カバー体の下端側部分が、下端側ほど前記グリル庫の内方側に位置する傾斜姿勢に
形成され、
　前記汁受け皿が、前記カバー体の下端から流下する流下物を受止める状態で設けられて
いるグリル。
【請求項２】
　前記カバー体が、前記側壁における前記炎通過孔よりも上方箇所を覆うように設けられ
ている請求項１記載のグリル。
【請求項３】
　前記カバー体が、前記加熱対応部分の全体を覆うように設けられ、
　前記カバー体に、前記炎通過孔に対応するカバー体側炎通過孔が形成されている請求項
１記載のグリル。
【請求項４】
　コンロバーナにて加熱される加熱対象物の載置部が、天板に設けられ、請求項１～３の
いずれか１項に記載のグリルが、前記天板の下方に配備されているグリル付ガスコンロ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グリル庫内に、被調理物の載置体と、その載置体の下方に配置される汁受け
皿とが装備され、前記グリル庫の側壁よりも外方箇所に、前記載置体に載置された被調理
物を加熱するためのバーナが、前記側壁に形成した炎通過孔を通して前記グリル庫内に伸
びる炎を形成する状態で設けられたグリル、及び、そのグリルを備えたグリル付ガスコン
ロに関する。
【背景技術】
【０００２】
　かかるグリルの従来例として、バーナが、載置体の横端部の下方に重複する状態で配置
され、グリル庫の側壁におけるバーナに対応する部分が、グルリ庫の内方に突出する凸状
となるように形成されて、その凸状部の内方に、バーナが位置するように構成されたもの
がある（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　上記特許文献１においては、グリル庫の側壁におけるバーナに対応する凸状部分の上面
部が、下方側ほどグリル庫の内方側に位置する傾斜状に形成されて、載置体に載置された
被調理物からの飛翔物（魚の脂等）が、凸状部分にふり掛かることがあっても、その飛翔
物を下方に流動させ易いものとなっている。
【０００４】
　また、特許文献１においては、コンロバーナにて加熱される加熱対象物の載置部が、天
板に設けられ、天板の下方にグリルが配備されるグリル付ガスコンロが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２００９－７９８３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来のグリルにおいては、グリル庫の側壁におけるバーナに対応する凸状部分の上面部
が、下方側ほどグリル庫の内方側に位置する傾斜状に形成されてはいるものの、載置体に
載置された被調理物からの飛翔物（魚の脂等）が、凸状部分の上部に滞留し易いものであ
り、衛生面を良好に保つ等のために頻繁に清掃しなければならないものとなる。
　しかしながら、グリル庫の側壁におけるバーナに対応する凸状部分は、見え難く、又、
手が届き難い等により清掃し難いものであるため、従来のグリルは、使い勝っての悪いも
のであった。
【０００７】
　ちなみに、被調理物からの飛翔物（魚の脂等）が、凸状部分の上部に滞留していると、
バーナを燃焼させたときに、凸状部分の上部に滞留している飛翔物（魚の脂等）が燃焼す
ることに起因して、被調理物を加熱調理するときに発生する煙の量が多くなる虞があり、
この点からも、頻繁に清掃しなければならないものである。
【０００８】
　本発明は、上記実情に鑑みて為されたものであって、その目的は、使い勝手の向上を図
ることができるグリルを提供する点にある。
　また、本発明の別の目的は、使い勝手を向上できるグリルを備えたグリル付ガスコンロ
を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のグリルは、グリル庫内に、被調理物の載置体と、その載置体の下方に配置され
る汁受け皿とが装備され、
　前記グリル庫の側壁よりも外方箇所に、前記載置体に載置された被調理物を加熱するた
めのバーナが、前記側壁に形成した炎通過孔を通して前記グリル庫内に伸びる炎を形成す
る状態で設けられたものであって、その第１特徴構成は、
　前記バーナが、前記載置体よりも横外方に位置する状態で配置され、
　前記側壁における前記載置体の横側方から前記バーナの下方に至る加熱対応部分が、前
記載置体よりも横外方に位置する状態に形成され、
　前記側壁の前記加熱対応部分における少なくとも前記載置体の横側方に相当する部分を
覆う板状のカバー体が着脱自在に設けられ、
　前記カバー体の下端側部分が、下端側ほど前記グリル庫の内方側に位置する傾斜姿勢に
形成され、
　前記汁受け皿が、前記カバー体の下端から流下する流下物を受止める状態で設けられて
いる点を特徴とする。
【００１０】
　すなわち、バーナが、載置体よりも横外方に位置する状態で配置されて、側壁における
載置体の横側方からバーナの下方に至る加熱対応部分が、載置体よりも横外方に位置する
状態に形成され、側壁の前記加熱対応部分における少なくとも載置体の横側方に相当する
部分を覆う板状のカバー体が設けられているから、載置体に載置された被調理物からの飛
翔物（魚の脂等）が、載置体の横側方に相当する部分を覆う板状のカバー体にふり掛かる
傾向となる。
【００１１】
　ちなみに、加熱対応部分とは、載置体に載置された被調理物からの飛翔物（魚の脂等）
がふり掛かる可能性が高い部分であり、そして、載置体の横側方に相当する部分とは、特
に、被調理物からの飛翔物（魚の脂等）がふり掛かる可能性が高い部分であり、載置体の
真横よりも上側の範囲及び下側の範囲をも含むものである。
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【００１２】
　そして、カバー体の下端側部分が、下端側ほどグリル庫の内方側に位置する傾斜姿勢に
形成され、汁受け皿が、カバー体の下端から流下する流下物を受止める状態で設けられて
いるから、板状のカバー体にふり掛かった飛翔物（魚の脂等）が、下方に流動したのち、
傾斜姿勢の下端側部分にて案内されながら落下して、汁受け皿にて受止め回収されること
になる。
【００１３】
　カバー体には、載置体に載置された被調理物からの飛翔物（魚の脂等）がふり掛かるも
のであるから、衛生面を良好に保つ等のために、カバー体を適時清掃することになるが、
カバー体が着脱自在に備えられているから、カバー体を清掃する際には、カバー体をグリ
ル庫から取外して、洗浄液にて洗い流すようにする等、カバー体の清掃作業を容易に行え
るものとなる。
【００１４】
　しかも、側壁における加熱対応部分が、載置体よりも横外方に位置する状態に形成され
ているから、カバー体の下端側部分を除いた部分が、載置体よりも横外方に位置すること
になるため、このカバー体の下端側部分を除いた部分には、載置体に載置された被調理物
からの飛翔物（魚の脂等）がふり掛かり難いものとなる。
　したがって、カバー体の下端側部分は、被調理物からの飛翔物（魚の脂等）が付着し易
いため、念入りに清掃する必要があるものの、カバー体の他の部分については、被調理物
からの飛翔物（魚の脂等）が付着し難いものであるから、念入りに清掃する必要がなく、
この点からも、カバー体の清掃作業を容易に行えるものとなる。
【００１５】
　また、上述の如く、カバー体の下端から落下する飛翔物（魚の脂等）が、汁受け皿に受
止め回収されることになるが、汁受け皿は、調理中（加熱中）において、載置体に載置さ
れた被調理物から落下してくる落下物（魚の脂等）を受け止め回収するものであるため、
本来的に、頻繁に清掃されるものであるから、カバー体の下端から落下する飛翔物（魚の
脂等）が汁受け皿に受止め回収されることになっても、汁受け皿の清掃作業が増加するこ
とはない。
【００１６】
　ちなみに、汁受け皿は、一般に、グリル庫に対して出し入れ自在でかつ着脱自在に装着
されて、その清掃（洗浄）が行い易いものであるため、汁受け皿の清掃を頻繁に行うこと
になっても、使い勝手が悪くなることはない。
【００１７】
　以上の通り、載置体に載置された被調理物からの飛翔物（魚の脂等）を、側壁を覆うよ
うに設けたカバー体にて案内しながら汁受け皿に回収することによって、グルリ庫の側壁
が飛翔物（魚の脂等）によって汚損されるのを抑制して、グルリ庫の側壁を清掃する頻度
を減少させるようにし、そして、被調理物からの飛翔物（魚の脂等）がふり掛かることに
なるカバー体は適時清掃することになるものの、カバー体を着脱自在に設けることによっ
て、カバー体の清掃作業を容易に行うことできるようにするのである。
【００１８】
　つまり、加熱調理を行うに伴って、カバー体や汁受け皿の清掃作業は頻繁に行う必要が
あるものの、グルリ庫の側壁に対する清掃作業は頻繁に行う必要がないものとなり、そし
て、カバー体や汁受け皿の清掃作業は行い易いものであるから、使い勝手が向上するので
ある。
【００１９】
　要するに、本発明の第１特徴構成によれば、使い勝手の向上を図ることができるグリル
を提供できる。
【００２０】
　本発明の第２特徴構成は、上記した第１特徴構成に加えて、
　前記カバー体が、前記側壁における前記炎通過孔よりも上方箇所を覆うように設けられ
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ている点を特徴とする。
【００２１】
　すなわち、カバー体が、側壁における炎通過孔よりも上方箇所を覆うように設けられる
ものであるから、カバー体には、バーナから伸びる炎を通過させるための孔を形成する必
要がないため、カバー体の製作が容易となり、製作の容易化を図ることができる。
【００２２】
　また、側壁における炎通過孔よりも上方箇所を覆うように設けられるカバー体は、側壁
における加熱対応部分の全体を覆うように形成するに較べて、小型で軽量となるため、着
脱作業を良好に行い易く、使い勝手が一層向上する。
　更に、被調理物からの飛散物（魚の油等）が側壁にある炎通過孔を通過してバーナ側へ
と向かうことを阻止できるので、清掃性が一層向上する。
【００２３】
　要するに、本発明の第２特徴構成によれば、上記第１特徴構成による作用効果に加えて
、製作の容易化を図り、しかも、使い勝手と清掃性をより一層向上させることができるグ
リルを提供できる。
【００２４】
　本発明の第３特徴構成は、上記した第１特徴構成に加えて、
　前記カバー体が、前記加熱対応部分の全体を覆うように設けられ、
　前記カバー体に、前記炎通過孔に対応するカバー体側炎通過孔が形成されている点を特
徴とする。
【００２５】
　すなわち、カバー体が、炎通過孔に対応するカバー体側炎通過孔が形成された状態で、
加熱対応部分の全体を覆うように設けられるものであるから、バーナがグリル庫内に伸び
る炎を形成することを適正通り行いながらも、側壁における載置体の横側方からバーナの
下方に至る加熱対応部分の全体を覆うことができる。
【００２６】
　したがって、側壁の加熱対応部分の全体をカバー体にて覆うものであるから、載置体に
載置された被調理物からの飛翔物（魚の脂等）が、側壁にふり掛かることを極力回避でき
るため、清掃し難い側壁に対する清掃を行う頻度を一層減少させること可能となる。
【００２７】
　要するに、本発明の第３特徴構成によれば、上記第１特徴構成による作用効果に加えて
、側壁を清掃する頻度を一層減少させること可能となるグリルを提供できる。
【００２８】
　本発明のグリル付ガスコンロは、コンロバーナにて加熱される加熱対象物の載置部が、
天板に設けられ、上記した第１～第３特徴構成のいずれかに記載のグリルが、前記天板の
下方に配備されている点を特徴とする。
【００２９】
　すなわち、天板に設けた載置部に、鍋等の加熱対象物を載置して、その加熱対象物をコ
ンロバーナにて加熱することができ、また、天板の下方に配備したグリルにて、載置体に
載置した被調理物を加熱することができる。
【００３０】
　そして、天板の下方に配備したグリルは、上記した第１～第２特徴構成のいずれかに記
載の構成を備えるものであるから、第１～第２特徴構成の欄にて述べた如く、使い勝手の
向上を図ることができるものである。
【００３１】
　要するに、本発明は、使い勝手の向上を図ることができるグリル付ガスコンロを提供で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】グリル付ガスコンロの斜視図
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【図２】第１実施形態のグリルの切欠側面図
【図３】同形態のグリルの縦断正面図
【図４】同形態の汁受け皿の支持構造を示す概略側面図
【図５】第２実施形態のグリルの切欠側面図
【図６】同形態のグリルの縦断正面図
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　〔第１実施形態〕
【００３４】
　以下、本発明の第１実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３５】
　図１に示すように、コンロバーナとして、標準バーナ１ａ、小バーナ１ｂ及び高火力バ
ーナ１ｃを備え、かつ、天板２の下方にグリルＧを設けて、ビルトインタイプのグリル付
ガスコンロが構成されている。
【００３６】
　天板２には、標準バーナ１ａ、小バーナ１ｂ及び高火力バーナ１ｃの夫々にて加熱され
る加熱対象物の載置部として、五徳３が設けられている。
　また、天板２の後部側箇所には、グリルＧの燃焼排ガスを排気するためのグリル排気口
４が形成されている。
　ちなみに、ガスコンロ前側面には、コンロバーナやグリルＧの点火及び消火や火力調節
を指令する手動操作部Ｓが設けられている。
【００３７】
　グリルＧには、図２及び図３に示すように、前面部及び背部が開口した筒状に形成され
たグリル庫５が備えられ、グリル庫５の後方側には、燃焼排ガスをグリル排気口４に導く
排気ダクト６が接続され、グリル庫５の前部には、グリル扉Ａが装備されている。
【００３８】
　グリル庫５内には、被調理物の載置体としての焼き網７と、その焼き網７の下方に配置
される汁受け皿８とが装備されている。
　本実施形態においては、焼き網７を支持する前後一対の支持体７Ａが、汁受け皿８の前
端部及び後端部に着脱自在に装着されている。
　ちなみに、汁受け皿８及びグリル扉Ａは、後述の如く、グリル庫５に対して一体的に出
退自在に支持され、焼き網７が、汁受け皿８に支持された状態で、グリル庫５に対して出
退されるようになっている。
【００３９】
　グリル庫５の上壁部には、焼き網７に載置された被調理物を上方から加熱する輻射式の
上バーナ９が装備されている。
　グリル庫５の側壁５Ａよりも外方箇所に、焼き網７に載置された被調理物を加熱するた
めのバーナとして、左右一対の下バーナ１０が、側壁５Ａに形成した炎通過孔１１を通し
てグリル庫５内に伸びる炎を形成する状態で設けられている。
　また、左右一対の下バーナ１０の夫々は、焼き網７よりも横外方に位置する状態で配置
されている。
【００４０】
　つまり、左右一対の下バーナ１０は、長手方向に沿って燃料噴出口１０ａを備える円筒
状に構成されて、長手方向がグリル庫５の前後方向に沿う姿勢で、グリル庫５の側壁５Ａ
の外方箇所に、焼き網７よりも下方側でかつ焼き網７よりも横外方に位置する状態で配置
されている。
【００４１】
　また、左右一対の下バーナ１０は、グリル庫５の背部側に相当する一端部から燃料ガス
が供給される際に、一次空気がエジェクタ作用によって供給され、かつ、グリル庫５の底
部に形成した空気孔１２等から外気が二次空気として取り入れられて燃焼する、いわゆる
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ブンゼン式バーナとして構成されている。
【００４２】
　グリル庫５の左右の側壁５Ａの焼き網７の横側方から下バーナ１０の下方に至る加熱対
応部分Ｋを含めて、側壁５Ａの上端から加熱対応部分Ｋの下端までの間に位置する部分が
、鉛直方向に沿う板状体にて構成されて、側壁５Ａにおける上端から加熱対応部分Ｋの下
端までの間に位置する部分の内面が、鉛直方向に沿う面となるように形成されている。
　また、左右の側壁５Ａが、加熱対応部分Ｋを含めて、その全体を焼き網７よりも横外方
に位置する状態に形成されている。
【００４３】
　また、左右の側壁５Ａにおける加熱対応部分Ｋの下方に位置する底部側部分が、外方に
凹入する凹入部Ｕを形成すべく外方側に凹入する状態で設けられている。
　そして、凹入部Ｕの内部には、汁受け皿８やグリル扉Ａを出退自在に支持するスライド
レール式の案内機構Ｂが設けられている。
【００４４】
　スライドレール式の案内機構Ｂは、図３及び図４に示すように、グリル庫５の左右の凹
入部Ｕ内に、長手方向をグリル庫５の前後向に向けた姿勢でグリル庫５に固定設置される
固定側レール部１３、その固定側レール部１３に対してグリル庫５の前後方向に移動自在
に支持される中間レール１４、及び、その中間レール１４に対してグリル庫５の前後方向
に移動自在に支持される可動レール部１５を備えている。
【００４５】
　そして、汁受け皿の左右の端縁部が、左右の案内機構Ｂにおける可動レール部１５に対
して、上方に取り外し自在な状態で、載置支持されている。
　また、グリル扉Ａが、左右の案内機構Ｂにおける可動レール部１５の先端部に支持され
ている。
【００４６】
　したがって、汁受け皿８は、グリル庫５の前方に引き出した状態で、上方に持ち上げる
ことにより、可動レール部１５から取外すことができるため、可動レール部１５から取外
した状態で洗浄を行うことができる。
　尚、詳細な構造についての説明は省略するが、グリル扉Ａは、可動レール部１５に対し
て着脱自在に取付けられて、可動レール部１５から取外した状態で洗浄を行うことができ
るようになっている。
【００４７】
　左右の側壁５Ａにおける加熱対応部分Ｋにおける少なくとも焼き網７の横側方に相当す
る部分を覆う板状のカバー体１６が、側壁５Ａにおける炎通過孔１１よりも上方箇所を覆
う状態で、着脱自在に設けられている。
　そして、カバー体１６の下端側部分１６Ａが、下端側ほどグリル庫５の内方側に位置す
る傾斜姿勢に設けられている。
　ちなみに、本実施形態においては、カバー体１６が、加熱対応部分Ｋよりも上方側部分
をも覆うように構成されている。
【００４８】
　つまり、カバー体１６は、下端側部分１６Ａを除いた上側部分が、鉛直方向に沿う平板
状に形成され、その平板状の上側部分の下端に、傾斜姿勢の下端側部分１６Ａが連なる形
態に構成されている。
　ちなみに、カバー体１６の上側部分の内面は、鉛直方向に沿う面となるため、被調理物
からの飛翔物（魚の脂等）が、ふり掛かることがあっても、その飛翔物が円滑に下方に流
動することになる。
【００４９】
　そして、汁受け皿８が、カバー体１６の下端から流下する流下物を受止める状態で設け
られている。
　つまり、汁受け皿８の上縁部における内方側端部Ｅが、カバー体１６の下端よりもグリ
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ル庫外方側に位置する状態で、汁受け皿８が設けられている。
【００５０】
　したがって、焼き網７に載置された被調理物からの飛翔物（魚の脂等）が、カバー体１
６にふり掛かる傾向となるが、カバー体１６にふり掛かった飛翔物（魚の脂等）が、下方
に流動したのち、傾斜姿勢の下端側部分１６Ａにて案内されながら落下して、汁受け皿に
て受止め回収されることになる。
【００５１】
　カバー体１６には、被調理物からの飛翔物（魚の脂等）がふり掛かるものであるから、
衛生面を良好に保つ等のために、カバー体１６を適時清掃することになるが、カバー体１
６が着脱自在に備えられているから、カバー体を清掃する際には、カバー体１６をグリル
庫５から取外して、洗浄液にて洗い流すようにする等、カバー体１６の清掃作業を容易に
行えるものとなる。
【００５２】
　カバー体１６をグリル庫５に着脱自在に取り付ける構造について説明を加えると、グリ
ル庫５の側壁５Ａに、カバー体１６を係止支持する前後一対の頭付ピン１７が設けられて
いる。
　カバー体１６におけるグリル庫５の後部側に相当する後端縁部には、前後一対の頭付ピ
ン１７のうちの後方側の頭付ピン１７に対して係合する切欠き部１８が形成され、カバー
体１６におけるグリル庫５の前部側に相当する前端部には、前後一対の頭付ピン１７のう
ちの前方側の頭付ピン１７に対して係合する係合孔１９が形成されている。
【００５３】
　係合孔１９は、下方側に頭付ピン１７の頭部が挿通可能な大径部を備え、かつ、上方側
に頭付ピン１７の頭部が挿通不能な小径部を備える、いわゆるダルマ孔状に形成されてい
る。
【００５４】
　したがって、カバー体１６をグリル庫５に装着する際には、先ず、カバー体１６をグリ
ル庫５の後方側に移動させながら、後端部の切欠き部１８を後方側の頭付ピン１７に係合
させ、次に、係合孔１９の大径部を通して前方側の頭付ピン１７の頭部を挿通させながら
、カバー体１６を側壁５Ａに接近させる側に移動させて、係合孔１９を前方側の頭付ピン
１７に係合させることにより、カバー体１６をグリル庫５に装着することができる。
【００５５】
　また、カバー体１６をグリル庫５から取外す際には、先ず、カバー体１６を少し持ち上
げ、その後、係合孔１９の大径部を通して前方側の頭付ピン１７の頭部を挿通させながら
、カバー体１６を側壁５Ａから離間させる側に移動させて、係合孔１９を前方側の頭付ピ
ン１７から離脱させ、次に、カバー体１６をグリル庫５の前方側に移動させながら、後端
部の切欠き部１８を後方側の頭付ピン１７から離脱させることにより、カバー体１６をグ
リル庫５から取外すことができる。
【００５６】
　〔第２実施形態〕
　次に、第２実施形態について説明するが、この第２実施形態は、カバー体１６の構成の
別実施形態を示すものであって、その他の構成は、第１実施形態と同様であるため、以下
の記載においては、カバー体１６の構成、及び、そのカバー体１６の構成に対応するグリ
ル庫５における側壁部の構成を説明して、その他の構成についての説明は省略する。
【００５７】
　図５及び図６に示すように、グリル庫５の側壁５Ａが、その上端から下端に亘って、鉛
直方向に沿う板状体にて構成されて、側壁５Ａにおける上端から下端までの間に位置する
部分の内面が、鉛直方向に沿う面となるように形成されている。
　また、左右の側壁５Ａが、その全体を焼き網７よりも横外方に位置する状態に形成され
ている。
【００５８】
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　そして、本実施形態においては、カバー体１６が、加熱対応部分Ｋの全体を覆う状態で
、着脱自在に設けられており、カバー体１６には、側壁５Ａに形成した炎通過孔１１に対
応する状態で、カバー体側炎通過孔１１Ａが形成されている。
　ちなみに、カバー体１６を着脱自在に支持する構造は、第１実施形態と同様であり、ま
た、本実施形態においても、カバー体１６が、加熱対応部分Ｋよりも上方側部分をも覆う
ように構成されている。
【００５９】
　また、カバー体１６の下端側部分１６Ａ、つまり、カバー体側炎通過孔１１Ａよりも下
方に位置する下端側部分１６Ａが、下端側ほどグリル庫５の内方側に位置する傾斜姿勢に
形成されている。
【００６０】
　つまり、カバー体１６は、上記第１実施形態と同様に、下端側部分１６Ａを除いた上側
部分が、鉛直方向に沿う平板状に形成され、その平板状の上側部分の下端に、傾斜姿勢の
下端側部分１６Ａが連なる形態に構成されている。
　ちなみに、カバー体１６の上側部分の内面は、鉛直方向に沿う面となるため、被調理物
からの飛翔物（魚の脂等）が、ふり掛かることがあっても、その飛翔物が円滑に下方に流
動することになる。
【００６１】
　そして、汁受け皿８が、カバー体１６の下端から流下する流下物を受止める状態で設け
られている。
　つまり、汁受け皿８の上縁部における内方側端部Ｅが、カバー体１６の下端よりもグリ
ル庫外方側に位置する状態で、汁受け皿８が設けられている。
　ちなみに、汁受け皿８及びグリル扉Ａは、第１実施形態にて説明したスライドレール式
の案内機構Ｂにて支持されている。
【００６２】
　したがって、焼き網７に載置された被調理物からの飛翔物（魚の脂等）が、カバー体１
６に多量にふり掛かる傾向となるが、カバー体１６にふり掛かった飛翔物（魚の脂等）が
、下方に流動したのち、傾斜姿勢の下端側部分１６Ａにて案内されながら落下して、汁受
け皿にて受止め回収されることになる。
【００６３】
〔別実施形態〕
　次に、別実施形態を列記する。
（イ）上記第１及び第２実施形態では、頭付ピン１７に対して係止する状態でカバー体１
６を着脱自在に設ける場合を例示したが、例えば、カバー体１６の背部に、グリル庫５の
前後方向に沿う被係合レールを設け、かつ、グリル庫５の側壁５Ａに、被係合レールが係
合自在な案内レールを設けて、カバー体１６をグリル庫５の前後方向にスライド移動させ
ながら着脱させるように構成する等、カバー体１６を着脱自在に取付ける構造は種々変更
できるものである。
【００６４】
（ロ）上記第２実施形態では、側壁５Ａの上端から下端に至る全体を鉛直方向に沿う板状
体にて構成する場合を例示したが、第２実施形態における側壁５Ａとして、凹入部Ｕを備
える第１実施形態の側壁５Ａを適用してもよい。この場合、第１実施形態と同様に、凹入
部Ｕの内部に、スライドレール式の案内機構Ｂを配備することになり、カバー体１６の下
端部分１６Ａを小さくして、デザイン性とお手入れ性を向上させることができる。凹入部
Ｕの内部に、スライドレール式の案内機構Ｂを配備することになる。
【００６５】
（ハ）上記第１及び第２実施形態では、スライドレール式の案内機構Ｂを用いて、汁受け
皿８を出退自在並びに着脱自在に支持する場合を例示したが、汁受け皿８を出退自在並び
に着脱自在に支持する構成は、種々の構成を適用できるものである。
【００６６】



(10) JP 2013-102968 A 2013.5.30

10

20

（ニ）上記第２実施形態では、下端側ほどグリル庫５の内方側に位置する傾斜姿勢に形成
された下端側部分１６Ａが、カバー体側炎通過孔１１Ａの下方に位置している構成を示し
たが、この構成に加え、カバー体側炎通過孔１１Ａの上方に、下端側ほどグリル庫５の内
方に位置する傾斜姿勢に形成された、下端側部分１６Ａと同様の突出部を持つ構成として
もよい。この場合、カバー体１６の形状は複雑化するが、第１実施形態と同様に、被調理
物からの飛散物（魚の油等）が側壁にある炎通過孔１１を通過してバーナ側へと向かうこ
とを阻止できるので、清掃性が一層向上する。
【００６７】
（ホ）上記第１及び第２実施形態では、グリルＧが、グルリ付ガスコンロに装備される場
合を例示したが、本発明のグリルＧは、グリル専用機を構成する場合にも適用できるもの
である。
【符号の説明】
【００６８】
１ａ　　コンロバーナ
１ｂ　　コンロバーナ
１ｃ　　コンロバーナ
２　　　天板
３　　　載置部
５　　　グリル庫
５Ａ　　側壁
７　　　載置体
８　　　汁受け皿
１０　　バーナ
１１　　炎通過孔
１１Ａ　カバー体側炎通過孔
１６　　カバー体
１６Ａ　下端側部分
Ｋ　　　加熱対応部分
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